
「会計人コース」のココが出た!!
　第66回税理士試験においても，本誌の的中＆類似問題が出題されました！　編集部にも「会計
人コースを読んでいてよかった！」という声が届いています。
　そこで，ごく一部ですが，的中内容をご紹介します。ぜひ引き続きご愛読ください！

簿記論　出題論点
【第一問】
商品売買，税効果会計
【第二問】
リース会計，資産除去債務など
【第三問】
有形固定資産，貸倒引当金，
投資有価証券など

財務諸表論　出題論点
【第一問】
包括利益，有価証券など
【第二問】
外貨建取引など
【第三問】
退職給付引当金，諸税金など

的中
「簿・財　でる論点マスターBOOK」

 （並木秀明， 8月号付録）

「簿・財　第三問　完全攻略模試」

 （加藤大吾， 6月号付録）

7月臨時増刊『税理士　理論問題　でる順予想号』

 （ 1 位　税効果会計， 2位　リース会計・一般商品売買）

問題 次の各問に答えなさい。
問 １ �　当社は，当期においてリストラを実行したことにより，税務上の繰越欠損金が13,000千円発

生した。当該損失は非経常的なものであり，当期を除けば当社は課税所得を毎期計上している。
繰越欠損金の繰越期間は 9 年であり，その間に毎期1,200千円の課税所得の計上が見込まれて
いることから，繰延税金資産の回収可能性はあると認められる。なお，欠損金の繰越控除の控
除限度額は繰越控除前の所得金額の100％とし，また法定実効税率は40％とする。

⑴　当期における繰越欠損金に係る税効果会計適用時の仕訳を示しなさい。
⑵�　次期において，課税所得が1,200千円発生したときの仕訳を示しなさい。なお，繰延税金資産
の回収可能性に問題はないものとする。
問 ２ �　その他有価証券として保有している甲社株式（取得価額850千円）が，前期末において時価が

340千円まで下落し，回復可能性があると認められないため，前期に減損処理を行った（繰延
税金資産を計上している）。甲社株式の当期末の時価が400千円に上昇し，当期は繰延税金資産
を計上できると判断されたときの仕訳を答えなさい。なお，法定実効税率は40％である。

問 ３ �　当社のＸ 2 年度における税効果会計に関する資料に基づいて，①Ｘ 2 年度末の繰延税金資産の
金額と②Ｘ2年度における税効果会計に関する仕訳を答えなさい。

【資料】
1　Ｘ 1年度及びＸ 2年度の税効果の対象項目は次のとおりである。

Ｘ 1年度 Ｘ 2年度
貸倒引当金の繰入限度超過額 1,000千円 1,500千円
固定資産の減価償却超過額 3,400千円 3,800千円

2 �　法定実効税率はＸ 1年度が40％，Ｘ 2年度が38％である。なお，Ｘ 1年度において実効税率の
変更は知り得なかったものとする。また，繰延税金資産の回収可能性に問題はない。

でる順予想 目標 分税効果会計

答案用紙
問 1 � （単位：千円）

⑴（借） （貸）
⑵（借） （貸）

問 2 � （単位：千円）

（借） （貸）

問 ３ � （単位：千円）

①
②（借） （貸）
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「財表理論　超スパルタ塾」

 （栗原正樹， 5～ 7月号連載）

「最終チェック問題　財務諸表論」

 （早谷準一，8月号特集）

「試験委員の得意分野＆予想問題　財務諸表論」

 （宗田健一，7月号特集）

7月臨時増刊『税理士　理論問題　でる順予想号』

 （ 3 位　包括利益）

新規定期購読キャンペーンで書籍プレゼントを実施中です！

詳細は表紙の裏をご覧くださいね

　他にもまだまだあります！　今後も本誌やホームページで随時お知らせします。
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